
適正な労務管理における留意点

関労働基準監督署



１．労働条件明示にかかる改正内容

２．36協定締結と労働時間管理

３．勤務間インターバル制度の導入
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新様式のダウンロードは
こちらのＱＲコードから
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上限規制に対応する前に・・・

実際に労働した時間を把握していますか？
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事業主が、労働者の労働時間の状況を
把握することが義務化されています

適正な把握・管理を！

2019年4月１日改正 労働安全衛生法66条の8の３

事業者の
現認

ﾀｲﾑｶｰﾄﾞ
ﾊﾟｿｺﾝの
使用時間

事業主は、客観的な記録により、
労働日ごとの出退勤時間等を把握
しなければなりません。

原則として

休憩時間も、忘れずに把握しましょう！ 客観的な方法により把握し難い場合は・・・



客観的な方法により把握し難い場合は・・・
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自己申告 日報など

やむを得ず客観的な方法により把握し
難い場合は、自己申告制によることが認
められています。

例外として

・スマホアプリ等で、
出先から出勤/退勤を記録
・月の途中で、集計可能
・エクセルに出力可能

（注意）
次のような場合は、「客観的に把握する手段が
ない」とはいえません。

✕ 事業場から社内システムへアクセスが可能で
労働時間の状況の把握が可能

✕ タイムカード等のデータがある
✕ 事業者の現認による把握が可能

（例）勤怠管理ツールを導入

直行直帰

アプリで
出社・退社時間を登録

未把握 出欠のみ把握××要改善

労働時間の適正な把握・管理を！
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